
 令和７年度 第２回 袋井市国民健康保険運営協議会次第 

 

                               日時 令和７年 12月 25日（木）午後１時 30分から 

                               場所 袋井市役所５階 第１委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２  保険者あいさつ（市長） 

 

 

３ 会長あいさつ 

 

 

４ 議 事 

 

報告事項                         

（１）「子ども・子育て支援金制度」の創設に係る国民健康保険税の改正について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

第３回運営協議会  

日時  令和８年２月３日（火） 午後７時から午後８時 30分  

場所 袋井市役所５階 第１委員会室 

※ 夜間の開催になりますが、よろしくお願いいたします。 

  

 

 

６ 閉 会 

 

 



令和７年 12月 25 日開催 

 

 

 

令和７年度 

 

第２回袋井市国民健康保険運営協議会資料 
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「子ども・子育て支援金制度」の創設に係る国民健康保険税の改正について 

 

少子化対策の抜本的強化のための「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令和６

年10月１日施行）の施行に伴い、児童手当の拡充等の子育て支援に必要な費用を、令和８年度か

ら医療保険の保険料（税）として徴収する｢子ども・子育て支援金制度｣が創設されたため、必要

な対応を行う。 

 

１ 制度の概要 

国は、こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策

を着実に実行するため、その財源を確保する新たな仕組み｢子ども・子育て支援金制度｣を創設し

た。 

支援金は、少子化対策のための特定財源として、3．6兆円のうちの１兆円程度を確保する計画

となっており、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に充てられるもの

である。国は、医療保険者から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとし、市は県に納

付する｢子ども・子育て支援納付金分｣に充てるため､新たに被保険者から､｢子ども・子育て支援

金｣を保険料（税）として徴収するものであり、令和８年度から令和10年度にかけて段階的に構築

するとされている。 

 

２ 制度の理念と必要性 

社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち

合い・連帯の仕組みであり、直面している少子化・人口減少を若年人口が急激に減少する2030年

代に入るまでに少子化傾向を反転させ、こども・子育て世帯を応援していくための制度である。 

高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて支援金を

拠出いただくことにより、現役世代の拠出額を低く抑えることができ、支援金を充てる事業によ

り、子育て中やこれから結婚・子育てを考えられる若い世代を確実に応援するものとなる。 

また、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効性のある少子化対策によって国

の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、かけ

がえのない重要な意義を持つものである。 

 

３ こども未来戦略「加速化プラン」における施策（支援金充当事業） 

 ライフステージを通じた経済的支援の強化 

○ 児童手当の抜本的拡充 

○ 妊婦のための支援給付の創設 

 全てのこども・子育て世帯への支援の拡充 

○ 乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）の創設 

共働き・共育ての推進 

  ○ 出生後休業支援給付（育休給付率を手取り10割相当に） 

○ 育児時短就業給付（時短勤務時の新たな給付） 

○ 育児期間中の国民年金保険料免除措置の創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７年３月こども家庭庁資料 子ども・子育て支援金制度について より 

４ 子ども・子育て支援納付金の徴収 

令和８年度から、保険者は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」に新たに

「子ども・子育て支援金分」加えて県へ納付金として支払う。 

保険者は、被保険者から「子ども・子育て支援金分」を国民健康保険税として徴収する。 

 

 

 

 

 

５ 国が示した国民健康保険税の賦課・徴収の基本的な方向性 

○ 保険者が被保険者から徴収する支援金は、医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、各保険 

者の支援納付金の額に照らし、保険者が設定する。 

○ 低所得者に対する応益分支援金の軽減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率（７割、 

５割、２割）、被保険者の支援金額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等を設けることと 

し、詳細は現行の医療保険制度に準ずる形で実施する。 

○ こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前まで 

のこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の措置を講じる。 

○ 保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支

援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の

措置を講ずる。 

＜図１＞ 

＜図２＞ 
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６ 国民健康保険税算定における子ども・子育て支援金分の新設 

子ども・子育て支援金制度の令和８年４月１日施行に向け、国民健康保険税の賦課方式等必要

な事項について検討する。ただし、現段階で賦課限度額や子ども・子育て支援金（本算定）額な

どが不確定であることから、想定により試算した内容となる。 

 

（１）改正の考え方 

   こども家庭庁の「子ども・子育て支援金」に関する試算では、令和８年度から令和10年度

にかけて一人あたりの支援金額が段階的に増額される予定である。それに伴い、市が県に支

払う納付金も増額が想定され、財源の確保が必要となる。令和８年度は、制度導入の初年度

となることから、被保険者から徴収する「子ども・子育て支援金分」は、令和８年度分にお

ける必要事項のみを協議することとし、令和９年度以降分については、「医療分」「後期高

齢者支援金分」「介護納付金分」と合わせ、令和８年度に協議することとしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７年３月こども家庭庁資料 子ども・子育て支援金制度について より 

（２）制度導入後の賦課方式 

国民健康保険税の算出方法は、所得割、均等割、平等割により、「医療分」「後期高齢者

支援金分」「介護納付金分」のそれぞれを算出し合算した額で、新制度導入に伴い「子ど

も・子育て支援金分」が新設され、４区分の合算額となる。 

＜現行＞  ３・３・２方式         ＜令和８年度＞ ３・３・２・    方式 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（３）子ども・子育て支援金分の必要額 

   11月開催の市町国保主管課長会議において、令和８年度の本市が県に支払う「子ども・子

育て支援納付金」（仮算定）が示された。県全体の納付金額から被保険者数や所得水準等に

より按分されている。この納付金（仮算定）額を参考に必要額を算出し、税率等を検討す

る。 

                           ＜参考＞ 

    

   

   

                             

                      

※ 納付金見込額は、３月の本算定により確定するため増減の可能性あり    

※ 一人当たりの納付金額は、18歳以上加入者数で除した参考の金額 

※ 18歳以上加入者数は、令和６年度実績の平均値（県へ報告済）  

    ※ 標準保険料率は、県内統一賦課方式による市町村ごとの標準的な水準を表す数値 

 

（４）子ども・子育て支援金分の保険税率算定方法 

  ア 検討事項 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 賦課方式２方式（所得割・均等割）とする考え方 

(ア)県運営方針連携会議による賦課方式の統一の観点 

県の運営方針では、賦課方式の統一を目標としていることから、将来的な保険料率の

完全統一を見据え、県と同一の２方式（所得割・均等割）としたい。 

（イ）子ども・子育て支援金制度の性質 

     医療給付の財源ではなく、別制度（少子化対策）への充当を目的とする面では、医療 

分、後期分とは異なり、介護分の性質に近い。18歳未満の子どもに係る均等割額の 10割 

静岡県 子ども子育て支援納付金（仮算定）  2,122,995,088 円 

袋井市 子ども子育て支援納付金（仮算定） 48,310,386 円 

 18 歳以上加入者数  13,804 人 

１人当たりの納付金額 3,500 円 

賦課方式 
県の標準保険料率の算定方法である２方式（所得割・均等割）

に準ずる。（介護分と同一） 

応能割と応益割

の比率 
     ％ ：     ％  

所得割の税率        ％ 

均等割の税額 

 

       円 

18 歳に達する日以後の最初の３月 31日以前までの子どもは、

均等割額の 10割軽減  

賦課限度額 
地方税法施行令第 56条の 88の２第１項に規定する額とする。

（袋井市国民健康保険税条例第２条第２～４項）     円 

＜図３＞ 

※「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」

の税率は、令和７・８年度据え置き 
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検討 



軽減措置があることからも年齢で対象者を区切る介護分（２方式）の考え方 

に馴染む。 

[平等割を導入しない理由] 

本来、平等割の導入は、複数人世帯の負担軽減にあるが、均等割において子ども 

は賦課対象外であることから、子どもが多い世帯への配慮として平等割を導入する 

意味はない。また、子ども・子育て支援納付金分の金額は少額となる見込みから、 

（大人の）複数人世帯への負担緩和自体においても十分な効果は期待できない。平 

等割を導入した場合、単身世帯への負担が増加する傾向となる。 

 

 

     （ウ）事務手続きの観点 

        保険税率、各種公費の算定等において、賦課方式は少ない方が事務の簡素化、

誤り防止の観点から利点がある。 

 

ウ 応能割額と応益割額の比率 

 国民健康保険税は、応能割と応益割があり、税率の設定にあたっては割合を考慮す

る必要がある。 

  以前は、応能割と応益割の割合は、50：50とするとされていたが、市の実情に合わ

せ任意に設定することも可能とされており、自治体によって異なっている。 

 

応能割（所得割）・・・負担能力に応じて賦課 

＜主な特徴＞ 

・所得割がかかっていない人は、負担増がない。（低所得世帯への配慮が可能） 

・限度額超過世帯については、税率を上げても負担増とならず、中間所得層の負

担が増える。 

応益割（均等割）・・・受益に応じて等しく賦課 

＜主な特徴＞ 

・原則すべての世帯が負担増となる。 

・低所得世帯は、軽減措置がある。 

 

   

＜参考＞本市の令和７年度本算定時の状況 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 税率等設定時の限度額超過世帯の割合 

  保険税負担は、負担能力に応じた公平なものとする必要があるが、受益との関連におい

て、被保険者の納付意欲に与える影響や円滑な運営を確保する観点から被保険者の保険税

負担に一定の限度額が設けられている。 

賦課限度額超過世帯の割合については、被用者保険におけるルール（※）とのバランス

を考慮し、概ね1.5％とすることを念頭に置き、検討を行う。   

本市における賦課限度額は、市国民健康保険税条例第２条において、地方税法施行令に 

規定する額としている。現時点で施行令が示されていないため、賦課限度額を想定し、限 

度額超過世帯の割合に配慮しながら税率等を検討する必要がある。             

※ 被用者保険においては、最高等級の標準報酬                  ＜図４＞ 

   月額に該当する被保険者の割合が0.5%～1.5%の    賦課限度額と税率の関係イメージ 

 間となるように法定されている。 

 

＜参考＞本市の令和７年度本算定時の状況 

 

 

 

７ 本市独自シミュレーションによる比較 

  子ども・子育て支援金分について、令和７年度本算定時の被保険者情報を基に、本市におけ

る必要額を設定した上で賦課限度額を想定し、応能・応益割合別に試算を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賦課限度額 世帯数 割合

医　療　分 66万円 145 1.42%

後期高齢者支援金分 26万円 94 0.92%

介護納付金分 17万円 56 1.48%
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＜モデルケースによる子ども・子育て支援金分年税額のシミュレーション＞ 

 

 

 

８ 今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 他市の状況 
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＜参考＞令和８年度納付金（仮算定）結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※令和７年11月市町国民健康保険主管課長会議資料より抜粋 

※被保険者数は、県が情報集約システムにおける令和６年度実績数値を基にコーホート要因法を用いて算出 
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